
船舶事故調査報告書 

平成２８年１２月１５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２８年５月３１日 ０７時３０分ごろ 

発生場所 山形県鶴岡市大岩川漁港北方の岩場 

 鼠
ねず

ケ関
が せ き

灯台から真方位０２７°３.７海里付近 

 （概位 北緯３８°３６.８′ 東経１３９°３４.６′） 

事故の概要  漁船海
かい

陽
よう

丸は、磯見漁の操業中、岩場に打ち上げられて転覆した。 

事故調査の経過 平成２８年８月１７日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 海陽丸、０.３トン 

ＹＭ３－４０２２（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船底外板に亀裂、船外機に濡損等 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南、風力 １、視界 良好 

海象：うねり 波向北東、波高約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、大岩川漁港内で磯見漁を行ってい

たところ、漁模様が悪かったので、時折高いうねりが発生していたも

のの、島陰であれば平穏であると思い、同漁港北方にある大島の陸側

の岩場付近に移動して漂泊し、操業を再開した。 

本船は、岩場から約２～３ｍ離れ、船長が船尾から箱眼鏡によりさ
．

ざえ
．．

等の漁獲物を探していたところ、船首方から高いうねりを受けて

船体が岩場に打ち上げられ、転覆した。 

船長は、救命胴衣を着用しており、自力で岩場に這
は

い上がった後、

付近で操業していた僚船に救助された。 

分析 

 

 本船は、岩場付近で漂泊して操業中、高いうねりを受けたことか

ら、船体が岩場に打ち上げられ、転覆したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、岩場付近で漂泊して操業中、高いうねりを受け

たため、船体が岩場に打ち上げられ、転覆したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・浅所付近で操業する際は、気象及び海象状況の把握に努め、波が

高まるおそれのある場合には、操業を取りやめること。 

・操業中に周囲の見張りが行えない漁船は、操業を開始する前に、

周囲の状況を十分に把握すること。 

 


